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　2022年10月から改正育児休業

法が施行されました。改めて育児

休業法全体を振り返ってみます。

細かすぎて手間がかかる

　実は海外の人事のスペシャリス

トからは，日本の育児休業法は細

部まで作り込まれ「完成度が高い」

という評価をされています。

　筆者からすれば，箸の上げ下ろ

しまで法で細かく定めているよう

に思えます。その結果，会社が良

かれと思い法を上回る育児支援策

を導入すると，次の法改正の際に

制度矛盾が生まれ，改正法と会社

独自の育児支援策との調整に煩雑

な手間を強いられる例も観察され

ます。育児休業給付金も，法を上

回る会社独自の仕組みは給付金の

受給要件から外れ，結果として給

付金不支給という事態となること

も珍しくありません。

　妙な結論なのですが，「特段の

事情がない限りは，今後の細かい

法改正も想定し会社の育児休業は

法令通りの最低限の対応に留めて

おく」。これがComplianceもクリ

アし，人事には手間のかからない

道という説明を筆者はすることが

あります。ここだけの話ですよ。

　法は最低限の原則的な定めに留

め，法の趣旨に沿って各社が創意

工夫を凝らす余地を残すことが望

ましいと思っています。しかしな

がら衆参の厚生労働委員会などの

審議を見るにつけ，特に野党の議

員の先生方は，会社経営者を法律

でがんじがらめに縛っておかない

と，法の穴を見つけ労働者をいじ

め虐待するかのごとき議論をして

います。その結果労働法はそれこ

そ箸の上げ下ろしまで細かく定め

られることになります。

　労働法の番人，労働基準監督署

や労働局各部局も，細かい労働法

改正，もっともっと細かく複雑な

通達を武器に会社を“厳しく”監

視します。彼らの活躍の場は法改

正を通じてますます広がる，こん

な図式も垣間見ることができるよ

うです。もっとも筆者も，この複

雑怪奇で人事ではとても細部まで

は手が回らない労働法に関する実

務上の相談を仕事にしているので

すから，同じように恩恵を受けて

いるのかもしれません。

法制度と現場との乖離

　日本の育児休業法の成立は

1992年，30年前です。1990年の

“1.57ショック”による少子化へ

の警戒感の高まりが新法成立の背

景の 1つといわれています。

　1.57ショックとは，丙午（ひの

えうま）を理由に出産を大幅に控

えた1966年の出生率1.58を下回

る1.57という出生率が1990年に

記録され，マスコミがこれを報道。

少子化傾向への警句として1.57シ

ョックと名付けられました。

　丙午とは，十二支と10種類の

十干からなる合計60種類の46番

目の干支のこと。「丙午生まれの

女性は気性が激しく夫を不幸にす

る」という古来の迷信から1966

年の丙午生まれの女の子を嫌がり

出生率は大幅に低下しました。ち

なみに次の丙午は2026年，もう

すぐですね。

　育児休業法の国際比較について

2021年のユニセフの調査によれ
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ば，OECD41ヵ国中，日本の育児

休業の評価はなんと“世界第 1位”

です。期間が 1年間（さらに 6ヵ

月の休業を 2回，合計 1年間の延

長も）と長く，支給される給付金

額も高水準という評価のようで

す。“育児休業世界 1位”という

ユニセフ評価と，実際の育児と仕

事の両立に苦労している日本国民

の現実認識とは，ずいぶんギャッ

プがあるように思えませんか？

　保育面から見てみましょう。日

本の待機児童数は，2017年 2万

6,081人をピークとし，18年は 1

万9,895人，19年 1万6,772人，20

年 1万2,439人，21年には5,634人

と大きく減少しました。減少傾向

は行政による保育施設増の貢献も

ある程度はあるものの，要は少子

化，子供の数が減ったことが原因

です。21年は，加えて新型コロ

ナウイルスの感染拡大の影響であ

ることは間違いないものと思われ

ます。日本の保育。同じユニセフ

の調査では保育への参加率で31

位，保育の質で22位，保育費の

手頃さで26位という低い評価で

す。これは国民の実感にマッチし

ていますね。

欧州での取り組み例

　ヨーロッパを見ると国別の細か

い違いはあるものの，おしなべて

1歳未満は育児休業を会社に義務

付け， 1歳以降にはすべての“子

供”は保育を受ける権利があると

して，国が保育体制を整える責任

を負います。かかる原則で育児の

全体の仕組みが構築されているよ

うです。 1歳の子供権利を認める

発想は（日本ではようやく 4月に

こども基本法が施行されますが）

とても大事な視点に思えます。

　イギリスの保育施設には職業訓

練機能が付いています。就労機会

のない親は保育施設で子供を預け

ている時間を使い職業訓練を受け

ることができ，これは経済的自立

のための就労を促すという考え方

です。週 3日の就労時は保育施設

で，残りの週 4日は親が自宅で育

児を行う。結果として保育施設も

延べ施設利用者数の調整ができる

という仕組みです。職業訓練を経

て就労機会が実現する過程では同

じ保育施設の親同士のコミュニケ

ーションも刺激され，仕事と育児

の両立の相互支援も盛んになると

も聞いています。

仕事と育児の両立に向けて

　“育児休業世界一”ですが，保

育の充実がなくては真の意味での

育児と就労の両立は実現できませ

ん。世界一の育児休業法を根拠に

企業にばかり育児支援を頼られて

も困りますね。

　そういえば，今回の改正育児休

業法は，育児休業世界一の日本の

唯一の“汚点”といわれた他国と

比べ圧倒的に低い男性の育児休業

取得率を引き上げようとするもの

です。具体的には産後パパ育休（出

生時育児休業），出生後 8週間以内

に 4週間という短期のパパ用の育

休を新設しました。これで育休世

界一の座はますます安泰ですね。

　でも，果たしてこれでよいので

しょうか？

　今回の育児休業法改正に伴う各

社の育児休業規定の改定手続きを

見ると人事はかなりの負担を強い

られたようです。大変な分量の規

定の見直しを行いました。

　厚労省サンプルの育児休業関連

の社内手続き様式は20通りもあ

りますが，特に産後パパ育休（出

生時育児休業）の手続き様式は，

出生時育児休業中の就業可能日等

申出・変更申出書，出生時育児休

業中の就業可能日等申出撤回届，

そして出生時育児休業中の就業日

等の提示について，出生時育児休

業中の就業日等の〔同意・不同意〕

書，出生時育児休業中の就業日等

撤回届，出生時育児休業中の就業

日等通知書と，合計 5種類の社内

様式を示しています。これだけで

も，10月 1日に間に合わせるべ

く各社人事は大変なご苦労をされ

たことでしょう。

　この大変な苦労が，仕事と育児

の両立やバランスのとれた育児と

保育につながることを祈っていま

す。
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